
地 域 再 生 計 画 

 

 

１．地域再生計画の名称  

 桐生市「自然と人が共生するまち（森林都市・水源都市）」再生計画 
 

２．地域再生計画の作成主体の名称 

群馬県桐生市 
 

３．地域再生計画の区域 

 桐生市の全域 
 
４．地域再生計画の目標 

 桐生市は、群馬県の東部に位置し、人口１１３，０７２人（平成１７年４月１日現在）、面

積１３７．４７平方キロであり、市の中央部を渡良瀬川、東部を桐生川が流れており、赤城

山や日光連山に囲まれた地形である。 
 本市は古くから地場産業として栄えた織物産業とともに、機械金属産業も盛んで、桐生地

域の産業経済の中心的な役割を担っている。また、数々の近代化遺産や自然景観など文化都

市としての機能も併せ持っている。このように本市は渡良瀬川、桐生川の清流や山々の緑の

中で育まれてきたが、しかし、近年は自動車関連部品の製造など機械金属産業が基幹産業と

なり都市化の進行や、生活様式の変化でこうした自然環境の悪化が進行してきている。 
 このため市としては、生活排水を処理するために昭和３２年から市の中心部で公共下水道

事業を、昭和６２年から周辺農村地域（新里町）で農業集落排水事業を、平成２年からは浄

化槽の設置補助事業を展開し平成１６年度末の汚水処理人口普及率は８０％まで達したもの

の、山間地については依然低迷している状況である。 
 また、平成１７年６月に合併した新里地区の汚水処理人口普及率は６４％、黒保根地区に

ついては、公共下水道の計画はなく浄化槽の普及による公共用水域の水質確保に頼っており、

汚水処理人口普及率は２８％となっている。 
 このため、汚水処理施設整備を一層促進し、渡良瀬川、桐生川の清流を再生して水源地域

としての責任を果たし、また、森林清流ボランティアによる杉林の下草刈りや「森と親子の

ふれあい事業」として、市民の手によるドングリ蒔きや植林体験を実施するとともに、ケヤ

キの育苗にも努め、良質な水源を確保し森林を再生することにより、市民はもとより、他地

域からの森林浴やハイキング客を誘致することで、森林地域の活性化をはかり「自然と人が

共生するまちづくり」を目指します。 
 

目標１  汚水処理施設の整備の促進（汚水処理人口普及率を８０％から８１．３％に向上） 

目標２  水源地域への森林浴客、ハイキング客の集客人員を１３，８００人から 

１６，５００人に増加 

 



５．目標を達成するために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

  平成１８年度から平成２２年度までに汚水処理施設整備交付金を活用して、公共下水

道認可区域内の桐生市川内地区の一部(約５１．８ｈａ)を整備するとともに、公共下水

道認可区域と農業集落排水事業区域を除く桐生市全域で個人設置型浄化槽の設置を促進

する。 

また、森林清流ボランティアによる杉林の下草刈、市民の手によるドングリ蒔きや植

林体験ケヤキの育苗等「森と親子のふれあい事業」を通じ森林の再生や良質な水源を確

保し森林地域の活性化を図る。 

 

５－２ 法第四章の特別の措置を適用して行う事業 

（1）汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

  対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了している。なお、整

備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。 

  ・公共下水道・・・・・平成１２年１月２８日に事業認可   

［事業主体］ 

   ・いずれも桐生市 

 ［施設の種類］ 

   ・公共下水道、浄化槽（個人設置型） 

 ［事業区域］ 

   ・公共下水道       桐生市川内地区の一部（公共下水道認可区域内） 

   ・浄化槽（個人設置型）  桐生市全域 

（ただし、境野処理区、桐生処理区、新里処理区、農業

集落排水事業採択区域、地域し尿処理施設を除く。） 

 ［事業期間］ 

   ・公共下水道       平成１８年度～２２年度 

   ・浄化槽（個人設置型）  平成１８年度～２２年度 

 ［整備量］ 

   ・公共下水道       管渠φ１００－φ２５０   ６，６００ｍ 

   ・浄化槽（個人設置型）  ３７５基 

     なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 

     公共下水道  川内地区の一部で７００人、 

浄化槽   （個人設置型） １,３３８人 

 ［事業費］ 

    ・公共下水道  事 業 費 １９９,０００千円(うち、交付金 ９９,５００千円） 

           単独事業費 ３２６,０００千円 

   ・浄化槽(個人設置型)事業費  ８６,４７６千円(うち、交付金  ２８,８２５千円) 

合 計    事  業  費  ２８５,４７６千円(うち、交付金１２８,３２５千円） 

          単独事業費  ３２６,０００千円 



５―３ その他の事業 

・ 森林清流ボランティア 

  梅田清流広場での清掃活動、刈払機による実習、桐生川流域での清掃活動や河川パ

トロールなど。  

・ 森と親子のふれあい事業 

杉林の下草刈、市民の手によるドングリ蒔きや植林体験を実施するとともに、ケヤ

キの育苗など。 

 

６．計画期間 

  平成１８年度～平成２２年度 

   

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 計画終了後に、４に示す地域再生計画の目標については、「汚水処理施設の整備」計画終

了後に桐生市において必要な調査（水質検査、維持管理）を行い、状況を把握・公表す

るとともに達成状況の評価、改善すべき事項の検討等を行うこととする。 

 

８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

  該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




